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4 京都市 
  

参考資料１

地方版孤独孤立対策官民連携プラットフォーム報告書
（京都市抜粋）
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4.1 プラットフォーム設立前の取組団体の状況 
4.1.1 これまでの取組 

京都市では、連携 PF の設置に先んじて、令和 3 年度から全庁横断的に「孤独・孤立」
対策に係る取組を進めてきた。以下に個別の取組を記す。 

 
  ○全庁横断的な推進体制の構築 

京都市では、令和 3 年 4 月、保健福祉局をチームリーダー、関係各局を構成員とし
た「孤独・孤立対策プロジェクトチーム」（以下「プロジェクトチーム」と呼ぶ）を設
置し、これまで個々の課題に応じて、丁寧かつきめ細やかに実施してきた取組の共有・
融合、更なる充実・強化を図るとともに、近年顕在化しているヤングケアラーなどの新
たな課題についても取組を進めていくこととした。 

 
表 8 京都市 「孤独・孤立対策プロジェクトチーム」メンバー一覧 

 
出典：京都市「孤独・孤立対策プロジェクトチーム報告書」 

 
 

令和 3 年度内には計 5 回の会議を開催し、後述する実態調査の結果共有や、対策の
検討等を実施した。なお、プロジェクトチームは、令和 4 年度以降も「孤独・孤立対策
庁内連絡会議」として取組を継続している。 
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  ○実態調査による状況把握 
   京都市では、令和３年９月〜10 月、プロジェクトチームを実施主体とし、今後の施

策立案・実施等に活かすため、市内 142 の支援団体を対象に、孤独・孤立に陥るきっか
けや、当事者を取り巻く環境（ライフステージや属性、生活環境等）等に関する実態調
査を実施し、孤独・孤立に関連する課題が生じる要因を分析した。 

 
 

表 9 実態調査対象一覧 

 
出典：京都市「孤独・孤立対策プロジェクトチーム報告書」 

 
 

その結果、相談者の身近に相談できる者又は場所がなく、心身の不調に陥り、問題の
解決が難しくなるケースが多いということが明らかとなった。また、課題に気づき見守
りを行う地域のネットワークが脆弱であることや、相談者が社会参加や支援を希望し
ていたとしても、必要な情報が行き届かないといったことが原因で、問題が表面化しに
くいことも判明した。 
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出典：京都市「孤独・孤立対策プロジェクトチーム報告書」 
 

図 18 調査結果（まとめ） 
 

 
出典：京都市「孤独・孤立対策プロジェクトチーム報告書」 

 
図 19 調査結果（全体まとめ） 
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表 10 プロジェクトチームにおける検討経過 
開催日 主な検討内容（※） 

令和 3 年 4 月 1 日（木） ＜プロジェクトチーム 設置＞ 
・ 孤独・孤立に起因する様々な社会問題に関して、本

市施策・取組の融合、更なる充実を図るとともに、
新たな社会問題に取り組むため設置。  

 
令和 3 年 4 月 30 日（金） ＜第 1 回会議＞ 

・ 孤独・孤立対策に関する本市の主な取組状況と課題
の共有 

・ 今後のプロジェクトチームの進め方について協議 
 

令和 3 年 6 月 11 日（金） ＜第 2 回会議＞ 
・ 効果的な情報発信の検討 
・ 「孤独・孤立」実態調査についての検討 
・ ヤングケアラー部会の設置 
 

令和 3 年 10 月 1 日（金） ＜第 3 回会議＞ 
・ 取組の融合による効果的な対応策の検討 
・ 自殺防止に関する相談体制等の周知強化 
・ 無戸籍者への支援 
・ 孤独・孤立対策の方向性の検討 
 

令和 4 年 1 月 13 日（木） ＜第 4 回会議＞ 
・ 「孤独・孤立」実態調査の結果の共有 
・ 「ヤングケアラー」実態調査の結果の共有 
・ 今後の事業展開 
・ 「孤独・孤立対策プロジェクトチーム」報告書（案）

の検討 
 

令和 4 年 3 月 23 日（水） 
 

＜第 5 回会議＞ 
・ 「孤独・孤立対策プロジェクトチーム」報告書（案）

の検討 
・ 今後の取組方針 
 

令和 4 年 5 月 10 日（火） ・ 孤独・孤立対策プロジェクトチーム報告会 
・ 講演「自殺対策〜現状と京都市の取組〜」 
 

 
※ このほか、各回において孤独・孤立対策に関する国の動向や、本市が行った実態調査の

結果速報等の情報について共有している 
出典：京都市「孤独・孤立対策プロジェクトチームのこれまでの取組経過」2をもとに NTT
データ経営研究所作成 

4.1.2 孤独・孤立対策に取り組むことになったきっかけ 
これまで京都市においては、自殺対策や生活困窮対策、ひきこもり支援やごみ屋敷対

                                                      
2https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000294/294444/koremade
notorikumikeika.pdf（2023 年 3 月 13 日確認） 
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策等、孤独・孤立の問題に関連の深い分野において、それぞれの分野で充実した対応を
講じてきた。しかし、前述の実態調査の結果、それらの対応を講じる時点においては、
既に孤独・孤立状態が長期化・深刻化し問題が複雑化している場合が多いということが
明らかとなった。また、孤独・孤立の問題は様々な要因により発生することから、抜本
的な施策を見出すこと、行政のみの施策で課題解決につなげることは困難であるとの
課題認識に至った。 

プロジェクトチームは、令和 4 年 3 月に報告書を公表し、その中で次のとおり今後
の孤独・孤立対策の方向性と、これを具体化するための取組事項を示した。この中で、
連携 PF にあたる「孤独・孤立に関する連携協定」の構想が公表された。 

 

表 11 報告書において示された今後の孤独・孤立対策の方向性 

方向性 主な具体の取組（予定） 
視点１：「孤独・孤立」に関する課題に
対して取り組む関係機関・団体等の横
のつながりを強化することで、重層的
な支援体制を構築する 
 

・ 連携 PF（孤独・孤立に関する連携協定）の締結 

視点２：地域のつながりを高め、「孤独・
孤立」に陥りにくく、支援につながりや
すい環境を整える 
 

・ 地域コミュニティ活性化の推進 
・ 子どもの居場所と高齢者の居場所の連携（多世

代交流）促進 

視点３：「孤独・孤立」に関する様々な
問題に柔軟に対応できる取組を展開す
る 

・ プロジェクトチームにヤングケアラー部会を
設置し、実態調査を実施した上で、必要とされ
る支援のあり方等について検討 

・ コロナ禍により顕在化した貧困等へ対応する
ため、市民の意識啓発、相談支援、居場所づく
り、就労支援等の事業を実施 

視点４：漠然と「孤独・孤立」に悩む方
にしっかりと情報が届くよう、広報の
方法等も含めて対象者へのアプローチ
の方法を工夫していく 
 

・ 孤独・孤立を冠したテーマごとの相談先の情報
発信の充実 

・ 各相談窓口における「気づき」「つなげる」取
組の推進 

出典：京都市「孤独・孤立対策プロジェクトチーム報告書」3をもとに NTT データ経営研究
所作成 
 

 
4.2 プラットフォーム設立に向けた取組 
4.2.1 プラットフォーム設置により何を実現/解決したかったか 
  目的 

                                                      
3https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000294/294444/houkokusy
o3.pdf（2023 年 3 月 13 日確認） 
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孤独・孤立の問題に関連の深い個別の課題に対しては、既に様々な団体等が地域など
において取り組んでいるところ、京都市と関係機関、団体が相互に連携し、横のつなが
りを強化することで、各取組を融合するなど、複雑・複合化した孤独・孤立の問題に関
して悩みを抱えている方に向けて、より重層的な支援体制を構築することを目的とし
た。 

 
  機能 

各団体間の連携事項について、次の４点が掲げられている。 
• 孤独・孤立に関連する相談対応に関すること：京都市 HP の孤独・孤立相談先

の一覧にカテゴリごとに掲載  
• 状況に応じて必要な相談支援につなげること：国 HP や京都市 HP を確認する

などして、必要に応じてその他の相談支援につなげる  
• 京都市及び各関係団体における相互連携・情報共有に関すること：京都市と協

定団体は、SNS 等を活用し、必要に応じて相互連携・情報共有を図る  
• その他本協定の目的達成に資すると認められる事項に関すること 

 
 

4.2.2 プラットフォームの体制 
  体制 

京都市では、連携 PF を新たに設置することとした。 
連携 PF には、社会福祉協議会や地域包括支援センター等の関係機関に加えて、子ど

も食堂や子育て支援団体等も参加している。また、NPO 法人以外に、居住支援法人等
の民間企業も参加しており、参加団体の総数は令和 5 年 3 月 1６日時点で 125 団体と
なっている。 

 
  参加団体の選出方法 

連携 PF の立ち上げに際しては、令和 3 年度のプロジェクトチームにおいて実施した
実態調査で回答があった 142 団体に対し、「孤独・孤立に関する連携協定」の参画意向
を確認し、同意のあった団体との間で「孤独・孤立に関する連携協定締結式」を開催し
た（令和 4 年 9 月 1 日）。式には市長も出席したほか、開催時点での参加団体が Web
参加し、連携 PF の概要説明や意見交換等が行われた。この式に関するマスコミ報道を
通じて連携 PF の存在を知り、参加することになった団体もある。 

その後、参加団体の募集・受付を市 HP 上で行っているほか、京都市から支援団体の
集まりで説明を行うなど、個別の団体に対して働きかけ、参加をお願いすることもあっ
た。広報媒体としては、次のようなチラシを使用している。 
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図 20 連携 PF 参画団体募集チラシ 
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図 21 孤独・孤立対策に関する連携協定締結式（令和 4 年 9 月 1 日） 

※左は協定参加団体の代表者、右下には大門市長が協定書を掲げている。 
 
 

4.2.3 プラットフォームでの協議事項 
  令和 4 年 9 月 1 日に開催した「孤独・孤立に関する連携協定締結式」において、コロ

ナ禍（第 6 波）の最中であったこと、参画団体が 120 団体（当初）と多数であったこと
を踏まえ、対面ではなくオンラインでの開催とした。 

 
4.2.4 プラットフォーム形成に向けて工夫した点、苦労した点 
  工夫した点 
○参加メリットの明示 
 参加団体の募集にあたっては、以下のように参加のメリットを前掲のチラシに明示
する等して訴求させることを心掛けた。 
• 他の支援団体等とつながる：自分たちの支援だけでは全ての課題を解決するこ

とができないような相談を受けた場合に、スムーズに他の団体等につなぐこと
で、相談者が早期に必要な支援を受けられるようにすることができる 

• 情報を入手できる、学べる：孤独・孤立対策に関して、京都市や国が発信する
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情報や各団体の取組事例紹介、意見交換等を通じて、日々の活動に活かすこと
ができる 
 

○幅広い参加の呼びかけ 
 相談窓口を設置している団体以外にも、例えば、高齢者や孤独死リスクがあり、通常
賃貸住宅への入居受け入れが困難とされている方々を受け入れる活動に取り組んでい
る不動産関連企業等、幅広い団体へ参加を呼び掛けた。 
 
  苦労した点 
○参画団体の負担軽減 
 参画団体の中には、経常業務で多忙を極めるなか、連携 PF 参画により新たな業務負
担が増加することを懸念する声もあった。3.2.1 に記載の各団体間の連携事項について
は、参画団体の中で可能な範囲での協力を求めている。 

また、参画団体への照会は京都市ホームページ内のフォームを活用し、メールでの返
信不要とするなど、事務的な負担軽減に取り組んでいる。 
 
4.3 プラットフォーム形成後（形成途中）の取組 
4.3.1 プラットフォーム関係者の認識・課題意識の共有はどのように行ったか 

京都市における連携 PF の本旨は、「横のつながりの強化」であることから、立ち上
げ後間を置かず、参画団体間で次のような情報を共有するためのシートを準備し、参画
団体へ記入を依頼。京都市で取りまとめのうえ共有を行っている。 
• 団体の名称、連絡先（電話番号、メールアドレス、ホームページ）、活動地域 
• 支援対象（「自殺防止、子ども・若者、生活困窮、ホームレス、ひとり親、女性、

DV・虐待、ひきこもり、再犯防止、外国人、高齢、障害、その他」より選択 
• 団体概要（200 字程度で記述） 

 
今後、関係者の認識・課題意識を共有する環境を整え、京都市からの発信だけでなく、

団体からの情報発信も活性化させていく。 
また、参画団体に拡大に向けては、大学や寺社、民間企業等で更なる参画の余地があ

るとの指摘があり、今後の課題の一つとなっている。 
 

4.3.2 孤独・孤立対策に関する住民への周知・意識付けをどのように行ったか 
令和３年度のプロジェクトチームにおいて、効果的な情報発信の検討を行い、京都市

ホームページに孤独・孤立対策の情報を一元化したページを新たに作成した。 
令和 4 年度は「孤独・孤立に関する連携協定」参画団体の情報や、後述するデジタル

ツール「京都市版お悩みハンドブック」の情報を追加した。 
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「京都市版お悩みハンドブック」においては、京都市の広報紙「きょうと市民しんぶ
ん」や京都市公式ＳＮＳ（LINE、Twitter、facebook）で情報発信するなど、市民への
周知・意識付けに資する取組を実施している。 

今後は、連携 PF の認知度を向上させることで、より多くの参加団体を促すため、周
知広報活動に取組、孤独・孤立対策に取り組む機運を高めていく。 

 
試行事業の内容は、次のとおりである。 

 
表 12 試行事業の実施内容 

 
 
 

4.3.3 次年度以降予定している取組 
○デジタルツールの活用 
 京都市では、令和５年２月までに、市民が Web ページ上で自身の悩みごと等に関す
る１０問程度の質問に回答していくことで、市民がそれぞれのニーズに適した支援制
度や相談窓口等を知ることができるツールである、「京都市版お悩みハンドブック」を
開発、実装し、令和５年３月にリリースした。 

令和 5 年度も引き続き当デジタルツールを活用することにより、夜間休日において
もシステムの自動応答によって対応することが可能となることから、支援体制の強化
につながることが期待される。 

なお、「京都市版お悩みハンドブック」は、京都市で活用されることを目的としてゼ
ロから構築されたシステムではなく、株式会社グラファ―において全国の自治体等に
向けて広く提供されている「お悩みハンドブック」のシステムに、京都市として市民向
けに展開したい情報を入れるという形でカスタマイズされたものである。 

当初は、システムそのものについて、ゼロから京都市に固有のものを構築することも
検討されていたが、その場合、システムの運用・更新等を京都市自ら実施する必要があ
り、費用等の負担が大きくなることが懸念された。そのため、システムそのものの運用・
更新等に関して委託先事業者に対応を委ねることができる現在の方法が採られること
となった。 

事業名称 事業内容 目的・
期待される効果

実施時期 発注先
(予算配分)

お悩みハンドブック
京都市版構築業務

株式会社グラファ―において提供されてい
る、「お悩みハンドブック」の京都市版を構
築する（初期費用）

孤独・孤立に関して悩みを抱え
る市民個々人に応じた、支援
制度・相談先を知らせること。

2022.12.1 株式会社グラファ―
（500,000）

お悩みハンドブック
京都市版及びPFの
周知に関するチラ
シ・ポスターの制作

お悩みハンドブック京都市版及びPFの周
知をするチラシ・ポスターを作成する

作成したお悩みハンドブック京都
市版を広く知ってもらい、活用し
てもらう。
また、PFについても周知を図り、
新たな参加者を募る。

2023.2 丸井工文社
（250,000）

計 （750,000）
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図 22 試行事業：お悩みハンドブック 京都市版 
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図 23 試行事業：お悩みハンドブック京都市版の広報（ポスター、チラシ 1 枚目） 
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図 24 試行事業：連携 PF の広報（チラシ 2 枚目） 
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○連携 PF 参加団体間のネットワーキング 
 参加団体間の横のつながりを強化するため、研修会等のイベントを開催する等、連携
PF の参加団体が集まって情報共有・意見交換を行うことのできる場を設けることを予
定している。 

 
○連携 PF やデジタルツールの周知広報 
 前述のデジタルツールが多くの市民に認知・活用されるよう、ポスターやチラシを活
用した周知広報に取り組む。併せて、各種広報媒体を通じてデジタルツールへのアクセ
スにどれだけつながったのか分析し、今後、広報を検討するうえでの参考にする。 

また、連携 PF についても、更に多くの団体に参加を促すため、デジタルツールと併
せて周知広報を行っていく。 

 
○予防的な対策 
 政府の「孤独・孤立対策の重点計画」において、「予防」の観点から施策を推進する
ことが掲げられているところ、京都市においても、孤独・孤立の状況が深刻化する前の
段階で、市民が気軽に足を運ぶことができる場を提供するための取組を実施する予定
である。 
 なお、個別の分野において、例えば高齢者支援に関しては、高齢者同士や高齢者と各
世代との交流を促進し、地域からの孤立の防止、認知症の早期発見及び進行防止、介護
予防等を図るため、高齢者が自由に集うことができる「健康長寿サロン」の設置が市内
各所で進められている。このような既存の取組を行っている庁内の部署と連携し取組
を進める。 
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